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「春の交通安全キャンペーン・
高校生街頭キャンペーン」を実施

「春の全国交通安全運動」期間中の 4 月
10 日、「春の交通安全キャンペーン」を
谷井田西交差点で行いました。今回は「高
校生街頭キャンペーン」と併せて実施し、
伊奈高等学校の生徒の皆さんと一緒に、
小田川市長、常総警察署長をはじめ約 90
人が沿道に立ち、交通安全の啓発活動を
行いました。今年度も皆さんにご協力い
ただきながら、交通安全対策に努めます。

また同日、昨年度の交通安全県民運動模範
推進者として、茨城県から感謝状を贈られ
た倉

くらもち
持悦

よしのり
典さん（交通安全協会伊奈支部）、

飯
いいじま

島照
て る お

夫さん（同協会谷和原支部）、鈴
す ず き

木
治
は る こ

子さん（交通安全母の会連合会谷和原支
部）への感謝状の伝達式を行いました。

問 伊奈庁舎防災課（内線 2503）
左から飯島さん、小田川市長、鈴木さん

令和６年度の「軽自動車税（種別割）納
税通知書兼領収証書（以下、納税通知書）」
は、５月９日㈭に発送予定です。
▶納付方法：納税通知書に記載されている
納税額・納付方法などを確認し、同封の納
付書または口座振替、クレジット・アプリ
決済で、納期限までに納付をお願いします。
▶納期限：５月 31 日㈮　※口座振替の
場合の振替日も同日ですので、預貯金残
高の確認をお願いします。
※障害者手帳などをお持ちの方、生活保護
受給中の方で減免申請をする場合は、納期
限までに手続きをしてください。詳しくは
納税通知書に同封のチラシをご覧ください。
問 伊奈庁舎税務課（内線 2307）

軽自動車税（種別割）
納税通知書を発送します

軽自動車税（種別割）の納税
確認は電子化されているた
め、軽自動車税（種別割）の
未納がない場合、車検（継続検査）を受
ける際の納税証明書の提示は原則不要で
す（二輪の小型自動車を除く）。
軽自動車税の納付後すぐに（２週間程度）

車検時の軽自動車税納税
証明書の提示は原則不要です

車検を受ける場合や中古車購入直後の場
合などは、納税証明書が必要になります。
下記のいずれかの方法で、車検時に納税
証明書を提示してください。
■現金で納付する場合
５月 9 日㈭に発送する「軽自動車税（種
別割）納税通知書兼領収証書（以下、納
税通知書）」を持参し、金融機関、伊奈庁
舎会計課、谷和原庁舎市民窓口課、コン
ビニエンスストアで納付し、領収印が押
印された納税証明書（納税通知書に添付）
を提示する。※納税通知書を紛失し、再
発行納付書などで納付する場合は、収納
課にお問い合わせください。
■現金以外で納付する場合（口座振替、
クレジット・アプリ決済など）
納付済みであることが確認できるもの（口
座振替が確認できる通帳、お支払いサイ
トからのメール、決済アプリの支払い履
歴など）を持参し、市民窓口課（谷和原
庁舎・みらい平市民センター）、伊奈庁舎
収納課で納税証明書の交付を申請し、発
行された証明書を提示する。
▶現金以外で納付した方へ
〇納付後すぐに納税証明書をご利用でき
ないため、納税証明書の有効期限を翌年
度の６月 20 日まで延長します。令和５年
度の軽自動車税を現金以外で納付した方
で、６月 20 日㈭までに車検を受ける予
定があり納税証明書の提示が必要な方は、
有効期限を延長した納税証明書を交付し
ますので、上記窓口で申請してください。
▶納税証明書の交付申請に必要なもの
〇本人を確認するための顔写真つき公的機関
発行証（運転免許証、マイナンバーカードなど）
〇車検証の写しまたは委任状（ご本人以
外の方が申請する場合）
※令和６年度の納税証明書は６月中に発
送します。有効期限を令和７年６月 20 日
㈮まで延長していますので、有効期限ま
でに車検を受ける場合にご利用ください。
問 伊奈庁舎収納課（内線 2401）

この放送は、全国瞬時警報システム（J
アラート）による、緊急時における住民
への迅速かつ確実な情報伝達ができるか
確認するものです。なお、防災行政無線
に連動して、防災アプリや登録制メール、

J アラート全国一斉
情報伝達試験を実施します

SNS などにも配信されるので、あらかじ
めご了承ください。
▶日時：5 月 22 日㈬ 午前 11 時
▶訓練放送内容
♪上りチャイム♪

「これは、Ｊアラートのテストです」×３回
「こちらは、防災つくばみらいです」
♪下りチャイム♪
※ J アラートは、地震・津波や武力攻撃
などの緊急情報を、内閣官房から人工衛
星などを通じて瞬時に防災行政無線で伝
えるシステムです。
問 伊奈庁舎防災課（内線 2502）

市指定給水装置
工事事業者 市排水設備

指定工事店

上下水道の宅内工事（新設・改造・撤去など）は、上水道は「市指定給水装置工事事業者」、下水道は「市
排水設備指定工事店」でなければ行うことができません。工事の際は、必ず市の指定を受けた業者
に依頼し、上下水道課に事前に申請をしてください。問 谷和原庁舎上下水道課（内線 5305,5308）
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